
２．人事評価の状況

　地方公務員法に基づき、自治体職員の人事評価は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能
力と挙げた業績を把握した上で行われる人事評価制度により評価することとなります。
　本市においても、評価の観点として「能力評価」と「業績評価」の両面から評価して、人事管理の
基礎とすることとしております。
　取り組みの状況としては、公平な評価の確保のために評価者を対象とした研修を実施し、評価結果
を、昇任、人事異動、人材育成などに活用しております。
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